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英語名: Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws  

 
 
 
Ａ．患者の皆様へ  
 
 ここで紹介している副作用は、まれなもので、必ず起こるものではありません。

ただ、副作用に気づかずに放置していると重くなり健康に影響を及ぼすことがある

ので、早めに「気づいて」対処することが大切です。そこで、より安全な治療を行

う上でも、本マニュアルを参考に、患者さんご自身、またはご家族に副作用の黄色

信号として「副作用の初期症状」があることを知っていただき、気づいたら医師、

歯科医師または薬剤師に連絡してください。 

 

  

 ビスホスホネート系薬剤による治療中に、ある種の医薬品、

局所（あご付近）への放射線治療、抜歯などの歯科処置、口腔

内の不衛生などの条件が重なった場合、あごの骨に炎症が生じ、

さらに壊死する顎骨壊死
が っ こ つ え し

がみられることがあります。ビスホス

ホネート系薬剤による治療を受けていて、次の様な症状がみら

れた場合には、放置せずに医師・歯科医師・薬剤師に連絡して

ください。 

 

「口の中の痛み、特に抜歯後の痛みがなかなか治まらない」、

「歯ぐきに白色あるいは灰色の硬いものが出てきた」、「あごが

腫れてきた」、「下くちびるがしびれた感じがする」、「歯がぐら

ついてきて、自然に抜けた。」 

 

ビスホスホネート系薬剤による顎骨壊死 
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１．顎骨壊死とは？ 
 顎骨壊死とは、あごの骨の組織や細胞が局所的に死滅し、骨

が腐った状態になることです。あごの骨が腐ると、口の中にも

ともと生息する細菌による感染が起こり、あごの痛み、腫れ、

膿が出るなどの症状が出現します。 

 さまざまな薬剤（ビスホスホネート系薬剤、抗がん剤、がん

治療に用いるホルモン剤、副腎皮質ステロイド薬など）により

骨壊死が生じたことが報告されています（代表的な医薬品につ

いての詳細は本マニュアルの最後にある参考 1 を参照してく

ださい）。 

特に、近年は、ビスホスホネート系薬剤と呼ばれる薬剤と顎

骨壊死との関連性が注目されています。ビスホスホネート系薬

剤には、注射薬と内服薬があります。注射薬は①悪性腫瘍（が

ん）の骨への転移、②悪性腫瘍による高カルシウム血症、内服

薬は③骨粗鬆症に対する治療に用いられており、これらの病態

に対して非常に有用ですが、極めてまれに投与を受けている患

者さんにおいて、顎骨壊死が生じたとの報告があります。ビス

ホスホネート系薬剤による顎骨壊死は、典型的には歯ぐきの部

分の骨が露出します。無症状の場合もありますが、感染が起こ

ると、痛み、あごの腫れ、膿が出る、歯のぐらつき、下くちび

るのしびれなどの症状が出現します。 

 

２． 早期発見と早期対応のポイント 
ビスホスホネート系薬剤の投与を受けていて、「口の中の

痛み、特に抜歯後の痛みがなかなか治まらない」、「歯ぐきに

白色あるいは灰色の硬いものが出てきた」、「あごが腫れてき

た」、「下くちびるがしびれた感じがする」、「歯がぐらついて

きて、自然に抜けた」などの症状が出現した場合は、すみや

かに医師、歯科医師、薬剤師に相談してください。 

 ビスホスホネート系薬剤投与による顎骨壊死は、単独でも

生じますが、以下のような治療を受けている場合に生じやす

いとされています。  
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１）がんに対する化学療法、ホルモン療法 

２）副腎皮質ステロイド薬の使用 

３）抜歯、歯槽膿漏に対する外科的な歯科処置 

４）局所（あご付近）への放射線治療 
 
 さらに、顎骨壊死は、口の中が不衛生な状態において生じや
すいとされています。従って、ビスホスホネート系薬剤の投与
を受けている患者さんは、定期的に歯科を受診し、歯ぐきの状
態のチェックを受け、ブラッシング（口腔清掃）指導、除石（歯
石の除去）処置などを受けておくことが大切です。その際には、
ビスホスホネート系薬剤の投与を受けていることを歯科医師
にお伝えください。 

 

 ビスホスホネート系薬剤に関連した病変が生じる部位は、現

在のところあごの骨に限られています。ただ、一度発症すると

完全に治癒するのは困難です。従って、日頃の予防が極めて大

切です。そこで、本マニュアルを参考に、ビスホスホネート系

薬剤による治療を受けている患者さんに、あごの病変が生じる

可能性があること、ならびにその予防法を知っていただき、専

門医による積極的、定期的な予防処置を受けられることをおす

すめします。 

 

※  医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器

情報提供ホームページの、「添付文書情報」から検索することが出来ます。（http://www.info.pmda.go.jp/） 

     また、薬の副作用により被害を受けた方への救済制度については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホ

ームページの「健康被害救済制度」に掲載されています。（http://www.pmda.go.jp/index.html） 


